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神戸地区住民自治協議会役員手当等に関する規定 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、神戸地区住民自治協議会の役員、顧問、参与、部会部長、

部会副部長の手当及び旅費に関して必要な事項を定める。 

（役員手当の対象） 

第２条 手当の対象は、会長、副会長、理事、会計、事務局長、事務局次長、 

顧問、参与及び部長、副部長とする。 

（役員手当の額） 

第３条 手当の額は、次のとおりとする。 

  会長     年額１５６，０００円 

  副会長    年額１１２，０００円 

会長、副会長は自治会長兼務の有無を問わない。 

理事、    年額１００，０００円 

 但し、自治会長と兼務しない理事は３０，０００円とする。 

会計・事務局長        年額４８，０００円 

 但し他の役職と兼務する場合は年額２４，０００円に減額し加算する。  

部長             年額２４，０００円 

事務局次長          年額２０，０００円 

顧問             年額１２，０００円 

参与・副部長         年額 ６，０００円 

   

（会長、副会長の旅費） 

第 4条 会長、副会長の旅費について下記金額を上限とし実費弁償とする。 

  会長     年額 上限 ２０，０００円 

  副会長    年額 上限  ５，０００円 

 

附則 

この規定は、平成２２年４月２５日から実施する。 

 この規定は、平成２３年４月２４日から実施する。 

 この規定は、平成２４年４月２１日から実施する。 

この規定は、令和２年４月１８日から実施する。 

この規定は、令和３年４月１５日から実施する。 

この規定は、令和５年４月１７日から実施する。 

 


